
収

入

金

額

等

所

得

金

額

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

税

金

の

計

算

又は第三表

又 は 第 三 表 の ○

そ

の

他

届

出

延
納
の

（

平
成
二
十
一
年
分
以
降
用）

税務署長
年 月 日 平成 年分の所得税の 申告書Ｂ

住 所

又 は
事業所
事務所
居所など（ ）

平成 年
１月１日
の 住 所

〒

受付印

フリガナ

氏 名
印○

性別

男 女

職業 屋号・雅号 世帯主の氏名 世帯主との続柄

生年
月日 ・ ・

電話
番号

自宅・勤務先・携帯

種類 青色 分離 損失 修正 特農の
表 示 特 農 番 号 翌年以降

送付不要
（単位は円）

事

業

営 業 等

農 業

不 動 産

利 子

配 当

給 与

雑
公的年金等

そ の 他

総
合
譲
渡

短 期

長 期

一 時

事

業

営 業 等

農 業

不 動 産

利 子

配 当

給 与

雑

総 合 譲 渡 ・ 一 時
○＋（○＋○）×／｛ ｝ケ コ サ １

２

合 計

雑 損 控 除

医 療 費 控 除

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除

地震保険料控除

寄 附 金 控 除

寡婦、寡夫控除

勤労学生、障害者控除

配 偶 者 控 除

配偶者特別控除

扶 養 控 除

基 礎 控 除

合 計

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

○
～○

○
○
○

○

○

課税される所得金額
（○－○）
上の○に対する税額

配 当 控 除

区
分

（ 特 定 増 改 築 等 ）
住宅借入金等特別控除

政党等寄附金特別控除
住宅耐震改修特別控除
住宅特定改修･認定長期優良
住宅新築等特別税額控除

区
分

電子証明書等特別控除

差 引 所 得 税 額
（○－○－○－○－○－○－○－○－○）

○
～○

災害減免額、外国税額控除

源 泉 徴 収 税 額

申 告 納 税 額
（○－○－○－○）
予 定 納 税 額
（第１期分・第２期分）

第３期分
の 税 額
（○－○）

納める税金

還付される税金

○
○

○
○
○
○
○
○

○
～○

○
○
○

○
○
○配偶者の合計所得金額

専従者給与（控除）額の合計額

青色申告特別控除額

雑所得・一時所得等の
源泉徴収税額の合計額

未納付の源泉徴収税額

本年分で差し引く繰越損失額

平均課税対象金額

変動･臨時所得金額 区
分

○
○
○
○
○
○
○
○申告期限までに納付する金額

延 納 届 出 額 ○

受

取

場

所

還
付
さ
れ
る
税
金
の

銀行
金庫・組合
農協・漁協

本店・支店
出張所
本所・支所

郵便局
名 等

預金
種類

普通 当座 納税準備 貯蓄

口座番号
記号番号

税 理 士
署名押印
電話番号 － －

印○（ ）
の書面提出有

整
理
欄

区
分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ
異
動 年 月 日 Ｌ

番
号

管
理

第
一
表

納 管

事 績

事 業

住 民

資 産

総 合

分 離

検 算

通 信
日付印

年月日

・ ・

一 連
番 号

F A 0 0 2 5

申告書Ｂ第一表

給与所得・公的年金等に係る所得
以外の住民税の徴収方法の選択

住

民

税

事

業

税

非 課 税 所 得 な ど

給与から差引き
（ 特 別 徴 収 ）

自 分 で 納 付
（普 通 徴 収）

番号 所得金額 円

（

平
成
二
十
一
年
分
以
降
用）

○
第
二
表
は

第
一
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

○
源
泉
徴
収
票

国
民
年
金
保
険
料
や
生
命
保
険
料
の
支
払
証
明
書
な
ど
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
こ
の
裏
面
に
は

て
く
だ
さ
い

平成 年分の所得税の確定申告書Ｂ
番号

一連
番号

第
二
表

住 所

屋 号

フリ ガナ

氏 名

○ 所得の内訳（源泉徴収税額）

所得の種類 種目・所得の生ずる場所又は
給与などの支払者の氏名・名称 収 入 金 額 源泉徴収税額

円 円

○源泉徴収税額の合計額
円

○ 事業専従者に関する事項

氏 名

生年月日
明・大

昭・平 ・ ・

氏 名

生年月日
明・大

昭・平 ・ ・

氏 名

生年月日
明・大

昭・平 ・ ・

続柄 従事月数・程度
仕 事 の 内 容 専従者給与（控除）額

円

○ 専従者給与（控除）額の合計額

円

○ 特例適用条文等

○ 雑所得（公的年金等以外）､総合課税の配当所得･譲渡所得､一時所得に関する事項
所得の種類 種目・所得の

生 ず る 場 所 収入金額 必要経費等 差引金額
円 円 円

○ 所得から差し引かれる金額に関する事項

○
雑
損
控
除

損 害 の 原 因 損 害 年 月 日

・ ・

損害を受けた資産の種類など

損害金額
円 保険金などで

補てんされる
金 額

円 差引損失額の
うち災害関連
支 出 の 金 額

円

○
控

除

医
療
費

支払医療費
円

保険金などで
補てんされる金額

円

○
社
会
保
険
料
控
除

社会保険の種類 支 払 保 険 料
円

合 計

○
等

掛

金

控

除

小
規
模
企
業
共
済

掛金の種類 支 払 掛 金
円

合 計

○
料

控

除

生
命
保
険

一般の保険料の計

個人年金保険料の計

円 ○
料

控

除

地
震
保
険

地震保険料の計

旧長期損害保険料の計

円

○
控

除

寄
附
金

寄 附 先 の
所在地・名称 寄 附 金

円

○
～
○

本
人
該
当
事
項

□ 寡婦（寡夫）控除

□ 死 別 □ 生 死 不 明
□ 離 婚 □ 未 帰 還）（

□ 勤労学生控除
学校名

）（
○
控

除

障
害
者

氏 名

○
～
○

配
偶
者（

特
別）

控
除･

扶
養
控
除

配 偶 者 の 氏 名 生 年 月 日

明･大

昭･平 ・ ・

□

□

配 偶 者 控 除

配偶者特別控除

扶 養 親 族 の 氏 名 続 柄 生 年 月 日 控 除 額

明・大

昭・平 ・ ・

明・大

昭・平 ・ ・

明・大

昭・平 ・ ・

明・大

昭・平 ・ ・

○扶養控除額の合計

万円

万円

○ 住民税・事業税に関する事項

□ □

別居の控除対象配偶者・扶養親族
・事業専従者の氏名・住所

氏名 住所

所 得 税 で 控 除 対 象 配 偶 者
な ど と し た 専 従 者

氏名 給与 円

配当に関する住民税の特例

非 居 住 者 の 特 例

配 当 割 額 控 除 額

株式等譲渡所得割額控除額

円

寄 附 金
税額控除

都道府県、市区町村分

住所地の共同募金会、
日 赤 支 部 分

円
条 例
指定分

都道府県

市区町村

円

損益通算の特例適用前の
不 動 産 所 得

不動産所得から差し引いた
青 色 申 告 特 別 控 除 額

事業用資産の譲渡損失など

円

前年中の開（廃）業 開始・廃止 月 日 他都道府県の事務所等

申告書Ｂ第二表

平 成 年 分 給  与  所  得  の  源  泉  徴  収  票21

支  払

を受け

る  者

控除対象配偶
者の有無等

（摘要） 住宅借入金等特別控除可能額

住   所（居所）

又は所在地

氏名又は名称

居住開始年月日

円 円国民年金保険料等の金額 配 偶 者 の 合 計 所 得

個人年金保険料の金額

旧長期損害保険料の金額

配 偶 者 特 別
控　除　の　額

扶 養 親 族 の 数
（配偶者を除く。）

障害者の数
（本人を除く。）

中  途  就  ・  退  職 受  給  者  生  年  月  日
就職 退職 年 月 日

（電話）

年平昭大明 月 日

社 会 保 険 料
等　の　金　額

生命保険料
の 控 除 額

住宅借入金等
特別控除の額

地震保険料
の 控 除 額

種　　　　　　　別 支　　払　　金　　額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源　泉　徴　収　税　額

円千

円千

円千

円千

円千

円千円千円円 内内内 人人人人 従人人 従人 従人 千千

内円千円

（受給者番号）

（フリガナ）

（役職名）

氏

名

千円千内

特　定

本人が障害者 寡　　婦

特   別老　　人 その 他 その他

住
所
又
は
居
所

老
人

従
無

未
成
年
者

支
　
払
　
者

乙
　
欄

寡
　
　
夫

勤
労
学
生

災 

害 

者

外 

国 

人

死
亡
退
職

特
　
別

特
別

一 

般

そ
の
他

従
有無有

21

w　第一表の 収入金額等 と 所得金額 の箇所を書きます。

○　作成に当たっては、「平成21年分所得税の確定申告の手引き　確定申告書B用」の
９ページから１４ページも併せてご覧ください。

　次の事項を、【事例１】の
記載例の書き方（６ページ）
を参照して書いてください。
①　提出先や提出日、申告年
分（□□に「21」と書きま
す。）及び空白部分（「確定」
と書きます。）

②　住所（事業所などを含み
ます。）、氏名、性別 、職業、
屋号・雅号、世帯主の氏名、
世帯主との続柄、生年月日、
電話番号（市外局番から
書いてください。）
③　申告の種類（株式等の譲
渡所得等がある方は、「分
離」を「○」で囲んでく
ださい。）

　申告書作成後、
押印します。

　税務署から申告書用紙
が送付されている方で、
翌年以降、申告書用紙の
送付が必要のない方は
「○」を書いてください。

第三表@5欄へ
（29ページ）

【上場株式等の配当等を受け
た場合の課税関係】
　平成２１年１月１日から平
成２３年１２月３１日までの間
に支払を受けるべき上場株
式等の配当等（大口株主等
（※）が支払を受けるものを
除きます。以下同じです。）
については、その支払の際
に１０％（所得税７％、住民
税３％）の税率による源泉
徴収がされます。
　また、平成２１年１月１日
以後に支払を受けるべき上
場株式等の配当等については、
総合課税のほかに、申告分
離課税を選択することがで
きます。なお、申告する場
合には、申告する上場株式
等の配当等すべてについて
総合課税と申告分離課税の
いずれかを選択する必要が
あります。
※「大口株主等」とは、その株式
等の保有割合が発行済株式等
の５％以上である株主等をい
います。

※　この源泉徴収票は、｢申告書Ｂ第二表｣
の裏面に添付して提出してください。

第三表⑨欄へ
（29ページ）

第一表!2欄へ
（26ページ）

第一表#9欄へ

e　第二表を作成します。

○　作成に当たっては、【事例１】の７ページ及び「平成21年分所得税の確定申告の手
引き　確定申告書Ｂ用」の８ページも併せてご覧ください。

○　作成に当たっては、【事例１】８ページをご覧ください。また、所得から差し引かれる金額 は、「平
成21年分所得税の確定申告の手引き　確定申告書Ｂ用」の１５ページから２０ページで計算できます。

r　第一表の 所得から差し引かれる金額 の箇所を書きます。

　申告年分や住所・氏名などを書いて
ください。

○　住民税・事業税に関
する事項
　　上記上場株式等に係
る配当等の住民税 (３
％)の税額は左欄の「配
当割額控除額」欄に記
入してください。

 《参考》
　「株式等譲渡所得割
額控除額」欄の記入に
ついては、この事例で
は株式等の譲渡益があ
りませんので記載の必
要はありません。記載
に当たっては４９ペー
ジを参照ください。

○　所得の内訳（源泉徴収税額）
　　申告する所得について、源泉徴
収税額がある場合に書いてください。
　　上場株式等に係る配当等につい
ては、その支払金額に対して所得
税７％、住民税３％の合計 10％が
源泉徴収されています。所得税（７
％）の税額は上欄の「源泉徴収税額」
欄に記入します。
　　なお、申告分離課税を選択した
配当所得については、その「配当」
の文字を○で囲んでください。

　　　　　　　　　　　　　 第○期　配当金明細書

ご所有株式 1株当たり配当金 配当金額   所得税率 所得税額    税引後配当金額

１,０００株 ５０.００円   ５０,０００円 ７％ ３,５００円 ４５,０００円   
   住民税率 住民税額   
   ３％ １,５００円
　○○○―○○○○　Y市○○町１－３－２
株主　　　　   高松　一郎　　　　 様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年１１月２５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L食品株式会社

第○期配当金についての明細を上
記のとおりご通知申し上げます。
本票は租税特別措置法の規定に基

づき作成する「支払通知書」
を兼ねております。

【支払通知書（上場株式配当等の支払通知書）】

　平成２１年１月１日以後に支払を受ける

上場株式等に係る配当所得について申告

する場合は、申告する配当等の種類に応じて、

次のいずれかの書類を「申告書Ｂ第二表」

の裏面に添付して提出してください。

・　上場株式配当等の支払通知書

・　オープン型証券投資信託の収益の分配

の支払通知書

・　配当等とみなされる金額の支払通知書

　受け取った金額と
は異なりますので、
ご注意ください。

2 7

事
例
４

2 6

事
例
４



（２）　本年分の損益通算前の分離課税配当所得金額 

（３）　本年分の損益通算後の上場株式等に係る譲渡損失の金額又は分離課税配当所得金額 

（③の金額 ≦ ④の金額 の場合には０と書いてください。） 
（（２）の記載がない場合には、③の金額を移記してください。） 

本年分の損益通算後の上場株式等に係る譲渡損失の金額 （③－④） 

本年分の損益通算前の分離課税配当所得金額 

（③の金額 ≧ ④の金額 の場合には０と書いてください。） 
（（１）の記載がない場合には、④の金額を移記してください。） 

本年分の損益通算後の分離課税配当所得金額 （④－③） 

種目・所得の生ずる場所 

合　　計　　額 

配当等の収入金額（税込） 負債の利子 

⑤ 

④ 

⑥ 

円 

円 円 

△をつけて、申告書第三表○へ 60

申告書第三表○へ 61

申告書第三表○へ テ 

（　－　） ○ a

○ a

○ b

○ b

申告書第三表（分離課税用）（上部）

○

（

平
成
二
十
一
年
分
以
降
用）

第
三
表
は

申
告
書
Ｂ
の
第
一
表
・
第
二
表
と
一
緒
に
提
出

一 連
番 号

措 法

措 法

措 法

所 法

所 法

所 法

の

の

の

税

金

の

計

算

収

入

金

額

所

得

金

そ

の

他

の所得税の 申告書

番 号

本年分の から

株
式
等

先
物
取
引

平成 年分 （分離課税用）

この表は､「分離課税の所得」､「山林所得」又は「退職
所得」がある場合に、その所得金額や所得税額を計算する
ために使用するものです。

第
三
表

氏 名
フリ ガナ

住 所

屋 号

（単位は円）

分

離

課

税

短
期
譲
渡

長
期
譲
渡

一 般 分

軽 減 分

一 般 分

特 定 分

軽 課 分

上 場 分

未 公 開 分
株
式
等
の
譲
渡

先 物 取 引

山 林

退 職

分

離

課

税

短
期
譲
渡

長
期
譲
渡
株
式
等
の
譲
渡

一 般 分

軽 減 分

一 般 分

特 定 分

軽 課 分

上 場 分

未 公 開 分

先 物 取 引

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

シ

ス

セ

ソ

タ

チ

ツ

テ

ト

ナ

ニ

税

額

○

○

○

○

○

○

○

○

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

○ ○から までの合計

○
○
○
○
○
○
○
○
○

差し引く繰越損失額
翌年以後に繰り越される
損 失 の 金 額

○
○
○
○
○

特
例
適
用
条
文

法 条

条
の
条
の
条
の

項

項

項

項

号

号

号

号

○ 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項

区 分 所得の生ずる場所 必 要 経 費
差引金額

特別控除額

合 計 ○

翌年以後に繰り越される
損 失 の 金 額

差し引く繰越損失額
○

上場株式等の配当

円 円 円

差し引く繰越損失額
本年分の から○

（ ）収入金額
－必要経費

上場株式等の配当

配
当

（申告書Ｂ第一表の○に転記）

本年分の ○○、 から

F A 0 0 3 2

1  9 0 0  0 0 0

1  9 0 0  0 0 0

2  1 1 9  0 0 0

2  1 1 9  0 0 0

2

2

平成 21 年分　 特定口座年間取引報告書

源 泉 徴
（年間取引損益及び源泉徴収税額）

譲　　 渡　　 区　　 分 譲　渡　の　対　価　の　額
　（収　入　金　額）

q w

取 得 費 及 び 譲 渡 に
要 し た 費 用 の 額 等

差 引
（差 損 益
（ ① ―

e

一　般　上　場　 分
千 円 千 円

特　定　信　用　分

合　　　　計

（

○ 分離課税の上場株式等の配当所得に関する事項
種目・所得の
生ずる場所 収 入 金 額 負債の利子 差 引 金 額

円円円

税

金

の

計

算

総合課税の合計額 ○９（申告書Ｂ第一表の○）９

所得から差し引かれる金額 ○（申告書Ｂ第一表の○）

課
税
さ
れ
る
所
得
金
額

○

○○

○○

○

○

○

○

○○○

９ 対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

○
○
○
○
○
○
○
○

税

金

の

計

算

そ

の

他
本年分の から

株
式
等

先
物
取
引

税

額

○

○

○

○

○

○

○

○

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

○ ○から までの合計

○
○
○
○
○
○
○
○
○

差し引く繰越損失額
翌年以後に繰り越される
損 失 の 金 額

○
○
○
○
○翌年以後に繰り越される

損 失 の 金 額

差し引く繰越損失額
○

差し引く繰越損失額
本年分の から○配

当

（申告書Ｂ第一表の○に転記）

本年分の ○○、 から

申告書第三表（分離課税用）（左下部）申告書第三表（分離課税用）（左下部）

申告書第三表（分離課税用）（右上部）

翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額 
（⑤＋⑦＋⑧） ⑩ 

円 

損失の金額の合計額（　＋　＋　） ○ E ○ G ○ I
申告書第三表○へ（※４） 83

特例適用条文
　この事例では、「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及
び繰越控除の特例（措法37条の12の２）」（４４ページ参照。）
の適用を受けていますから、「特例適用条文」欄の「措法」
を「○」で囲み、その横のマス目に上のように書きます。

　申告年分と空白部分を左のように
書いてください。
　住所・氏名などを書いてください。

 《参考》
　純損失の繰越控除又は雑損失の繰
越控除の適用を受ける方は、「申告
書第三表（分離課税用）」に代えて
「申告書第四表（損失申告用）」を使
用します。詳しくは、税務署におた
ずねください。

t　第三表の分離課税の 収入金額 や 所得金額 などの箇所を書きます。

○　作成に当たっては、「特定口座年間取引報告書」及び「所得税の確定申告書付表（上場株式
等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用）」から転記します。

y　第三表の 税金の計算 、 その他 の箇所を書きます。

u　第一表の 税金の計算 、 その他 などの箇所を書きます。

○　作成に当たっては、【事例１】11ページをご覧ください。また、「平成21年分所得税の
確定申告の手引き　確定申告書Ｂ用」の２１ページから２５ページも併せてご覧ください。

　第一表の 所得金額「o合計」欄に記載した金額（２６ペー
ジ参照。）と 所得から差し引かれる金額「@5合計」欄に記載
した金額（２６ページ参照。）を転記してください。

「課税される所得金額」の計算

  o欄の金額　－　@5欄の金額　＝　A　として

  Aの金額が黒字の場合
　Aの金額を 5̂欄に１,０００円未満の端数を切り捨てて書い
てください（詳しくは【事例１】１０ページを参照してくだ
さい。）。
　この事例の場合、o欄の金額（６,９５８,８６０円）から@5欄
の金額（２,０２４,２９６円）を差し引いた残りの金額（４,９３４,０００円）
〔１,０００円未満切捨て〕を 5̂欄に書いてください。

  Aの金額が赤字の場合
　【事例１】１０ページを参照してください。

%9、 0̂欄の金額が赤字の場合、 8̂欄の記載は不要です。

「税額」の計算

  総合課税の所得金額に対する税額

　５４ページの「３　総合課税の所得金額に対する税額の計算表」
により計算できます。
　この事例では、次のようになります。
課税される  税率  控    除    額  　   総合課税の所得金額
所得金額（^5欄）      に対する税額

４,９３４,０００円 × ０.２ － ４２７,５００円 ＝ ５５９,３００円
（&3欄に書きます。）

☞　合計所得金額（６，９ページ参照。）
　この事例のように、申告分離課税を選択した上場株式
等に係る配当所得の金額がある場合の合計所得金額は、
下のイとロの合計額です。
イ　第一表の 所得金額「o合計」欄の金額
ロ　第三表の 所得金額「 1̂分離課税・上場株式等の配当」
欄の金額

　翌年以後に繰り越される株式等に係
る譲渡損失の金額（上場株式等に係る
繰越損失及び特定投資株式に係る繰越
損失の金額の合計額）を書きます。

申告書第三表（右下部）

確定申告書付表（1面下部）

確定申告書付表（2面）

2 9

事
例
４

2 8

事
例
４


